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１ 趣旨
「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年法律第30号）の一部改正により、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護と
の連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で喀痰吸引又は経管栄養の医療的ケアを実施できることになりました。

介護職員等によるたんの吸引等の実施における留意点！！
○ 「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた者が、たんの吸引等を行うことができます。
○ 実施できる医療的ケアは、認定証に記載がある行為のみです。
○ 認定特定行為業務従事者を従事させ、たんの吸引等を行う場合は、事業者の登録が必要となります。

２ 喀痰吸引等が実施できる介護職員等の範囲
（１）介護福祉士

平成28年度以降介護福祉士登録証に喀痰吸引等の行為が記載された者
（２） 認定特定行為業務従事者

喀痰吸引等研修等を修了し、認定証の交付を受けた者

３ 実施可能な特定行為（喀痰吸引又は経管栄養）の種別
認定特定行為業務従事者認定証に記載された医療的ケアを、医師の指示のもと実施することが可能です。

○：実施可能な特定行為
△：研修を修了したもののみ実施できる特定行為

※１ 人工呼吸器装着者への医療的ケアは通常の研修に加え、別途演習及び実地研修を修了した者が実施可能
※２ 特定の者に対し必要な特定行為のみ実施可能
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４ 喀痰吸引等研修
（１）研修内容
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研修機関名 設置者 定員（年） 受講料※

飯田短期大学（飯田市）（H25.4.1登録） 学校法人高松学園 60人
基本研修 20千円
実地研修 1号5千円

2号5千円

学校法人松本学園松本短期大学（松本市）（H25.4.1登録) 学校法人松本学園 95人
基本研修 80千円
実地研修 1号 7～12千円

2号 7～12千円

公益財団法人介護労働安定センター長野支部（長野市）
（H25.4.1登録)

公益財団法人介護労働安定セ
ンター

75人
基本研修 10.3千円
実地研修 1号 5千円

2号 5千円

敬老園本部（上田市）（H25.5.1登録) 社会福祉法人敬老園 15人
基本研修 80千円
実地研修 1号 50千円

2号 30千円

佐久大学（佐久市）（H25.6.1登録) 学校法人佐久大学 40人
基本研修 82千円
実地研修 1号50千円

2号 30千円

平成会研修センター（塩尻市）(H25.8.1登録) 社会福祉法人平成会 60人
基本研修 75千円
実地研修 1号 40.5千円

2号7.5～33千円

松塩筑木曽老人福祉施設組合（塩尻市）（H25.9.1登録) 松塩筑木曽老人福祉施設組合 20人
基本研修 26千円
実地研修 1号50千円

2号10～40千円

朝日ながの病院研修センター（長野市）（H26.8.1登録) 社会福祉法人ハイネスライフ 100人
基本研修 85千円
実地研修 1号75千円

2号15～60千円

ＬＭＣビジネススクール（伊那市）（H28.7.1登録)
㈱ライフマスターコーポレー
ション

36人
基本研修 85.4千円
実地研修 2号5千円

総合福祉施設須坂やすらぎの園（須坂市）（R1.8.1登録） 社会福祉法人睦会
募集なし

ＣＬＵアカデミー 辰野教室（辰野町）（R4.4.20登録） 合同会社CLUアカデミー 24人
基本研修 79千円
実地研修 1号 39千円

2号 7千円～

新生病院（小布施町）（R4.8.4 登録） 特定医療法人 新生病院 15人
基本研修 75千円
実地研修2号10～40千円

合計 12件 558人

４ 喀痰吸引等研修
（２）第一号研修、第二号研修（不特定多数の者対象) ※令和６年６月１日時点
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（４）キャリア形成促進助成金・キャリアアップ助成金〈所管：長野労働局地方訓練受講支援室〉
正規労働者・非正規雇用の労働者に対し、職業訓練（Off-JT）を行った場合に、訓練に要した経費及び賃金を助成

するものです。

４ 喀痰吸引等研修
（３）第三号研修（特定の者対象）

◎令和６年６月１日現在の登録研修機関数
障害者支援施設等 17か所

受講対象者は、障害者（児）のサービス事業所施設等に就業している介護職員等やＡＬＳ等の難病のある特定の利用者
に対して喀痰吸引等の行為を行う必要のある者です。（事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想
定される高齢者の介護施設や居住系サービス等は対象外となります。）

５ 指導看護師等の養成
喀痰吸引研修の講師を養成します。第一号研修、第二号研修の指導者の他、第三号研修の指導者養成も兼ねて実施

しています。
○ 開催日程

第一回 令和６年８月３日、４日（佐久会場）
第二回 令和６年９月19日、20日（松本会場）
第三回 令和６年10月５日、６日（飯田会場）

喀痰吸引等研修（50時間）の場合 ※括弧内は、大企業の場合の助成額

研修経費の助成

正規労働者 研修経費の１／２（１／３）

非正規労働者 10万円（7万円）

賃金助成

正規労働者 800円（400円）/時間

非正規労働者 800円（500円）/時間



介護職員等によるたんの吸引等の実施について

52

６ 登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者の登録
（１） 新規登録時における留意点

ア サービス毎に登録を行って（申請書を作成して）ください。
例：短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護は別の登録になります。

イ 医師又は看護師との連携について事前に確認し、体制整備を行ってください。（介護職員が喀痰吸引等の業務を
行うためには、主治医の文書による指示が必要です。）

ウ 業務規程書のひな形は長野県ホームページに掲載してありますが、各事業所における実施体制を整備し、それに
準じた業務規程書を作成してください。

エ 業務規程書には、手順書や計画書の書式を添付してください。
オ 登録喀痰吸引等事業者については、「介護福祉士の実地研修」の実施義務が課せられています。実地研修を修了

していない介護福祉士に対して実地研修を実施することになりますが、その実施にあたっては、「長野県喀痰吸
引等研修実施要綱」に基づき実施することとなります。
また、登録申請にあたっては介護福祉士の実地研修実施方法について規定している書類の提出が必要です。

カ 登録喀痰吸引等事業者の登録申請には、既にたんの吸引等の行為が可能なことが介護福祉士登録証に記載された
介護福祉士が存在し、当該介護福祉士の資格を証明する書類の提出が可能であることが条件となります。

（２） 登録特定行為事業者の更新及び変更
ア 登録する特定行為を追加する場合は、新たに追加して実施しようとする日（更新日）の30日前までに、更新申請

書により更新手続きを行ってください。
イ 下記に掲げる事項に変更がある場合は、変更日の10日前までに変更届出書により届出を行ってください。

① 申請書の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名
② 事業所の名所及び所在地
③ 喀痰吸引等業務開始予定日

ウ 上記イ以外の事項（認定特定行為業務従事者、業務方法書に定める事項等）の変更があった場合は、変更後10日
以内に届出を行ってください。

（３） 登録特定行為事業の辞退など
ア 登録特定行為事業を辞退する場合は、辞退届により、登録を辞退する日の１か月前までに届出を行ってください。
イ 登録している特定行為の一部を辞退する場合は、辞退届と変更届出書を、特定行為が減少する日の１か月前まで

に届出を行ってください。
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研修終了後忘れずに介護支援専門員証の更新申請を行ってください！

研修を受講しただけでは、更新申請を行ったことになりません。
更新期間満了前に申請書が届かない場合は更新をすることができませんので、ご注意ください。
その場合、介護支援専門員証は失効し、翌年度以降再研修を受講しなければ、交付は受けられません。

提出書類等
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更新申請受付期間について

有効期間満了日の前々月11日～前月の10日まで

※ただし、令和７年３月に有効期間満了日を迎える方が多いため、令和７年３月に満了する方は、
令和６年12月から受付を開始します。可能な限りお早目に申請していただきますよう、御協力
お願いします。

更新申請受付期間終了までに研修が終了しない場合等、更新申請受付期間を過
ぎてから申請をする場合には、健康福祉部介護支援課サービス係介護支援専門
員更新申請担当まで連絡の上、 速やかに更新申請を行ってください。

専門員証の有効期間満了日を過ぎている、又は申請書類の提出日から専門員証
の有効期間満了日まで日数が少ない場合等には、適切に更新研修を修了してい
たとしても更新申請を受理することができませんのでご注意ください。

更新手続き中は介護支援専門員証が手元にない状態になりますので、新しい介
護支援専門員証が届くまでの間、手続き中であることがわかるように更新申請
書類一式の写しを 各自で保管してくださ い。
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長野県健康福祉部介護支援課サービス係介護支援専門員更新申請担当

住所 ：〒３８０－８５７０
長野市大字南長野字幅下６９２－２

電話 ： ０２６－２３５－７１２１
FAX ： ０２６－２３５－７３９４
E-mail : kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/oshirase/senmonin.html

申請様式等は県のＨＰに掲載しています

介護支援専門員証更新申請の提出先及び問い合わせ先

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/oshirase/senmonin.html
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１ 令和６年度研修体系

・令和6年度から「認知症介護実践リーダー研修」の研修対象者に「介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者
に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を
有する者」が追加。

・県独自の研修として認知症介護基礎研修フォローアップ研修を実施。

ポイント
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研修名 委託及び指定先

認知症介護基礎研修（e-ラーニング） 認知症介護研究・研修仙台センター（指定）

認知症介護指導者養成研修
認知症介護研究・研修大府センター（委託）

認知症介護指導者フォローアップ研修

認知症介護実践者研修 （一社）長野県認知症介護指導者会（委託）

電 話：0268-71-6755
住 所：〒386-0022
上田市緑が丘１丁目17－14
ホームページ：https://nagano-
careshidousha.net/

認知症介護実践リーダー研修

認知症対応型サービス事業開設者研修

認知症対応型サービス事業者管理者研修

小規模多機能柄サービス等計画作成担当者研修

１ 令和６年度研修体系
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※医療・福祉関係の資格を有さない者
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従
事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、
歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッ
サージ師、はり師、きゅう師等の資格を有さない者

２ 認知症介護基礎研修の無資格者への義務付けについて

（１）概要
令和３年度の介護報酬改定により、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者（※）につ

いて、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが介護サービス事業者に義務づけられた。な
お、３年の経過措置期間があるため、令和５年度末までに措置を講じる必要があった。経過措置期間終了後（令和６
年度以降）の新入職員の受講は１年の猶予期間が設けられている。

（２）実施状況
長野県では令和３年９月よりｅラーニングによる研修を実施。

（３）県ホームページ
「トップページ」→「健康・医療・福祉」→「福祉一般」→「福祉・介護人材」→「福祉・介護人材の養成・研修に
ついて」→「認知症介護実践者等養成研修」→「認知症介護基礎研修について」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/ninchisyokaigokisokensyu.html
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介護職員の処遇改善について（報酬改定）

62
厚生労働省 説明資料 抜粋



処遇改善に係る加算全体のイメージ（令和４年度改定後）

63

厚生労働省 説明資料 抜粋



処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ（令和6年6月～）

64厚生労働省 説明資料 抜粋



現行制度から一本化後の介護職員等処遇改善加算への移行

65厚生労働省 説明資料 抜粋



令和６・７年度の処遇改善加算の配分方法

66厚生労働省 説明資料 抜粋



旧３加算の算定状況に応じた新加算Ⅰ～Ⅳの算定要件（早見表）

67厚生労働省 説明資料 抜粋



月額賃金の改善要件

68厚生労働省 説明資料 抜粋



処遇改善に関する加算の職場環境等要件（令和６年度まで）

69
厚生労働省 説明資料 抜粋



処遇改善に関する加算の職場環境等要件（令和７年度以降）

70
新加算Ⅰ・Ⅱにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める ※⑪⑫、⑰⑱、㉑㉒㉓㉔が令和7年度より追加・変更

厚生労働省 説明資料 抜粋
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（１）計画書の提出等について

• 新加算等の算定に当たっては、「介護職員等処遇改善計画書（令和6年度）別紙様式２（別紙様式７）」の提出が必要になります。

• 新規算定の場合（年度途中で加算を取得する場合）

• 加算取得開始月の前々月の末日までに指定権者へ提出してください。

• （例）令和６年12月サービス提供分から算定する計画書 → 令和6年10月31日

• 計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者（長野県、市町村・広域連合）に対して提出してください。

• 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画

書を各指定権者へ提出することとなります。

【長野県へ計画書を提出する際の届出先】

事業所ごとに提出する場合 → 事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課

法人等一括で提出する場合 → 法人本部の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課

（２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出について

• 加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は、上記計画書と合わせて介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び

体制等状況一覧表の提出が必要です。

• 体制届の提出については、「集団指導資料（共通項目）及び「指定申請・届出の手引き」を参照してください。

●処遇改善加算に関する届出書類等掲載先
【長野県ホームページ掲載URL】
「トップページ」→「県政情報・統計」→「組織・行財政」→「組織・職員」→「長野県の組織一覧（本庁）」→
「健康福祉部」→「介護支援課」→「介護給付費の算定に係る届出様式関係」→「介護職員等処遇改善加算等について」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/kofukin/kasan.html

（３）実績報告について

• 新加算等を算定した介護サービス事業者等は、「実績報告書（別紙様式３－１及び３－２）」を作成し、各事業年度における最終の

加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに指定権者に提出して下さい。

• 令和６年度の新加算等の実績報告書の提出期限は、令和７年７月３１日予定です

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/kofukin/kasan.html
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（４）変更届について

• 新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に、次の①から⑤までのいずれかに該当する変更があった場合は、「変更届出

書（別紙様式４）」に必要書類を添付して提出してください。
• 変更に伴い、加算の区分に変更がある場合は、「体制等に関する届出」の提出も必要です。また、⑥に係る変更のみである場合には、

実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書を併せて提出してください。

（５）特別事情届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。）を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの

事項を記載した「特別な事情に係る届出書（別紙様式５）」の提出が必要です。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合

は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別事情届出書」を再度提出する必要があります。

① 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等によ

り経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

② 介護職員等の賃金水準の引き下げの内容

③ 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み

④ 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等



介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業について

73

長野県では、令和６年６月から一本化された介護職員等処遇改善加算の取得が円滑に行われるよう、

専門のアドバイザーを派遣して事務手続きや介護職員の確保、離職防止及び定着促進のための労働環境

の改善につながる相談支援等を支援しています。

事業所の費用負担はありませんのでお気軽にご相談ください。

※本事業は公益財団法人介護労働安定センター長野支部に委託して実施しています

【問い合わせ先】

公益財団法人介護労働安定センター長野支部

長野県長野市南県町1082 ND南県町ビル５階

TEL：026-232-0898、FAX：026-232-0906 Email：nagano@kaigo-center.or.jp

【長野県処遇改善取得促進セミナー（介護／障がい）】

セミナーの内容をYouTubeにて公開しています。

処遇改善加算の制度の概要から取得要件まで丁寧に解説さ

れていますのでぜひご覧ください。

講師 吉野社会保険労務士事務所

社会保険労務士 吉野美奈子氏

※本動画は予告なく掲載終了となる場合があります
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令和6年度版 処遇改善加算の一本化・制度の概要説明
厚生労働省YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk

厚生労働省 介護職員の処遇改善 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html

【（参考）厚生労働省資料】
• 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について（令和６年３月15日老発0315第２号）
• 介護職員等処遇改善加算等に関するQ＆A（第３版）（令和６年６月20日厚生労働

省老健局老人保健課事務連絡）

【問合せ】
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号： 050-3733-0222
受付時間： 9:00～18:00（土日含む）

介護職員等処遇改善加算等令和６年度の計画書の記入方法について
（一般事業者向け・別紙様式２）
厚生労働省YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI

https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI

